
令和8年3月27日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） １２０



（増刊 20）東 京 都 公 報令和8年3月27日（金曜日）１２１



令和8年3月27日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） １２２



（増刊 20）東 京 都 公 報令和8年3月27日（金曜日）１２３

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

五
十
六
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
都
営
改
良
住
宅
、
都
営
再
開
発
住
宅
、
都
営
従
前
居
住
者
用
住

宅
、
都
営
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
住
宅
及
び
都
営
更
新
住
宅
の
使
用
料
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月27日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） １２４



（増刊 20）東 京 都 公 報令和8年3月27日（金曜日）１２５



令和8年3月27日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） １２６



（増刊 20）東 京 都 公 報令和8年3月27日（金曜日）１２７



令和8年3月27日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） １２８



（増刊 20）東 京 都 公 報令和8年3月27日（金曜日）１２９



令和8年3月27日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） １３０

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


